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第5章 計画において目指す方向性
5-1 計画の基本理念

市の最上位計画である五所川原市総合計画に掲げる市の将来像「活力ある・明るく住みよい豊

かなまち」の実現が最大の目標であることから、網形成計画から引き継ぐ形で次のとおり基本理

念を設定します。

【基本理念】

5-2 計画の基本方針
本市における公共交通の課題などの解決に向け、次の３つを基本方針とします。

基本方針①：市⺠が安心して外出できる利便性の高い公共交通ネットワークの実現
買物、通院、通学等に利用されている市内路線について、各地域の特性や実情に応じた最適な

公共交通に再編し、まちづくりに対応した利便性の高い路線を整備していきます。

また、本市と市外を結ぶ広域路線について、五所川原圏域定住自立圏の中心市として交通結

節点である五所川原駅前などの接続性を高め、利便増進を図っていくなど、市民が安心して外

出できるネットワークを維持していきます。

基本方針②：地域、交通事業者、行政が一体となって支える持続可能な公共交通の実現

公共交通を地域、交通事業者、行政が一体となって支えていく体制を構築し、将来にわたって

持続可能な公共交通を維持確保していきます。

また、人口減少・少子高齢化社会に対応すべく、交通資源の有効活用、公共交通の効率化、適

正な財政負担など、公共交通サービスを持続的かつ安定的に提供していくための取組を推進し

ていきます。

基本方針③：分かりやすく利用しやすい公共交通の実現
利用者にやさしい乗降・待合場所等の整備、分かりやすい案内など、多くの市民が公共交通を

利用しやすい環境づくりを推進していきます。

また、市民の公共交通の必要性に対する意識を高めていく取組や、普段、公共交通を使い慣れ

ていない方でも安心して利用できるよう情報発信を強化するなど、利用促進を図ります。

公共交通を軸とした『活力ある・明るく住みよい豊かなまち』づくり
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5-3 計画の基本目標・指標

5-3-1 計画の基本目標・指標
公共交通の課題や基本方針を踏まえ、計画期間である令和５年度（2023 年度）から令和 10 年度

（2028 年度）の６年間において達成すべき目標を次のとおり設定します。

目標１：まちづくりと連携した最適で利便性の高い市内路線の整備
五所川原市立地適正化計画に示される街なか居住区域を含む市街地を中心として、より利便性の

高い公共交通網を整備します。

市民にとって最も身近な生活路線である市内路線について、利用状況等を踏まえながら地域の特

性や実情に応じた最適な路線に再編します。

郊外部のニーズに合わせた公共交通サービスの導入を図ります。

目標２：本市と市外を結ぶ広域路線の利便増進
五所川原地域、金木地域、市浦地域を結ぶ重要な役割を果たす広域路線（市内南北軸）及び市外へ

の移動のほか、交流人口増加等の面で重要となる、本市と市外を結ぶ広域路線の利便増進とネット

ワークの確保のため、県や沿線自治体と連携を図りながら取組を進めます。

目標指標⑧（共通指標）：市⺠の公共交通に対する満足度 目標値（令和 10 年度） ２．８０以上

目標４：公共交通の利用環境整備と利用促進
多くの市民に公共交通を利用してもらうため、分かりやすく利用しやすい環境を整備します。

さらなる公共交通の利用者増加に向け、高齢者、自動車運転免許証返納者、子育て世代、児童生徒

などへの利用促進を図るとともに、観光など他分野との連携強化のほか、公共交通に触れる機会の

創出や情報発信を強化します。

目標指標⑥：モビリティ・マネジメントの実施件数 目標値（令和 10 年度） ６件以上／年度
目標指標⑦：利用促進に関する情報発信の回数 目標値（令和 10 年度） ６回以上／年度

目標指標①：市内路線の年間利用者数 目標値（令和 10 年度） 16.3 万人
目標指標②：広域路線の年間利用者数 目標値（令和 10 年度） 広域路線 36.5 万人、津軽鉄道 18.7 万人
目標指標③：路線再編事業の実施件数 目標値（令和 10 年度） ３件

目標３：公共交通サービスを安定的に提供できる体制の構築
持続可能な公共交通を維持確保していくため、地域、交通事業者、行政が一体となって公共交通を

支える体制を構築します。

公共交通サービスを持続的かつ安定的に提供していくため、公共交通とスクールバスの統合をは

じめとした交通資源の有効活用、交通の効率化、適正な財政負担への取組を実施します。

目標指標④：スクールバスと公共交通の連携事業数 目標値（令和 10 年度） 3件
目標指標⑤：市が公共交通サービスに投じる財政負担額 目標値（令和 10 年度） 264,727 千円以下
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5-3-2 数値目標の設定
目標指標①：市内路線の年間利用者数
■指標の設定理由

市内路線の再編などにより、まちづくりと連携した最適で利便性の高い路線の整備につながっ

たかどうかを判断する基準として、「市内路線の年間利用者数」を目標指標として設定します。

■指標の算定方法
「市内路線の年間利用者数」は、既存の市内路線利用者に加え、新たに導入した市内路線の年

間利用者の合計値とします。

■将来目標の設定
将来推計人口(P13)においては、今後も人口減少が予測されており、公共交通を利用する人数

が減少する中で、新規利用者獲得のほか、１人当たりの利用回数を増やすことで現状の利用者数

（現況値：約 16.3 万人/年）を維持することを目標値とします。

目標指標②：広域路線の年間利用者数
■指標の設定理由

本市と市外を結ぶ広域路線の利便増進が図られたかどうかを判断する基準として、「広域路線

の年間利用者数」を目標指標として設定します。

■指標の算定方法
「広域路線の年間利用者数」は、運行経路に本市が含まれる広域路線の利用者数の合計値とし

ます。

■将来目標の設定
目標指標①「市内路線の年間利用者数」と同様に公共交通を利用する人数が減少する中で、新

規利用者獲得のほか、１人当たりの利用回数を増やすことで現状の利用者数（現況値）を維持す

ることを目標値とします。

指標 現況値（令和３年度） 目標値（令和 10 年度）

市内路線の年間利用者数 16.3 万人 16.3 万人（維持）

指標 現況値（令和３年度） 目標値（令和 10 年度）
広域路線の年間利用者数 36.5 万人 36.5 万人（維持）
津軽鉄道の年間利用者数 18.7 万人 18.7 万人（維持）

■算定対象路線
・市内路線バス：飯詰線、水野尾線、藻川線、五所川原市循環バス（ＥＬＭ・五所川原駅線、

若葉環状線、みどり町環状線）
※市内路線バスにおける年間利用者数（年度利用者数）については、10月から９月までの１年間の利用者数とします。

・地域内交通：川倉の湯っこバス、五所川原地域予約型乗合タクシー、市浦地域予約型タクシー
・上記以外に新たに導⼊した市内路線

■算定対象路線
・広域路線（路線バス）：⻘森五所川原線、弘前五所川原線、広田団地線、豊川線、出来島線、

小泊線、市浦庁舎線、鰺ヶ沢線、⿊⽯高野線
※広域路線バスにおける年間利用者数（年度利用者数）については、10 月から９月までの１年間の利用者数とします。

・津軽鉄道
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目標指標③：路線再編事業の実施件数
■指標の設定理由

市民が安心して外出できる利便性の高い公共交通ネットワークの実現のためには、各地域の特

性や実情に応じた最適な路線再編が必要となることから、「路線再編事業の実施件数」を目標指

標として設定します。

■指標の算定方法
「路線再編事業の実施件数」は、利便性向上などのために路線再編事業を実施した件数としま

す。

なお、再編対象の路線は、利用状況の調査結果を踏まえながら検討していきます。また、新た

な路線の導入なども路線再編事業の実施件数として取り扱うこととします。

■将来目標の設定
「路線再編事業の実施件数」については、令和 10 年度（2028 年度）までに３件の実施を目標

値とします。

目標指標④：スクールバスと公共交通の連携事業数
■指標の設定理由

今後も持続的かつ安定的な公共交通サービスを提供していくためには、限られた交通資源の有

効活用や公共交通の効率化が重要であり必要となります。この取組にあたっては、スクールバス

と公共交通の統合が主要な事業となることから、「スクールバスと公共交通の連携事業数」を取

り組んでいくべき目標指標として設定します。

■指標の算定方法
「スクールバスと公共交通の連携事業数」は、スクールバスと公共交通の統合やスクールバス

への一般利用者の混乗など連携が行われた回数の合計値とします。

■将来目標の設定
今後も市内の小中学生の移動手段を適切に維持しながら、事業費の削減効果や事業の継続性な

どを踏まえ、市内路線バス３路線について連携事業を検討することとします。

指標 現況値 目標値（令和 10 年度）

路線再編事業の実施件数 ― ３件

指標 現況値 目標値（令和 10 年度）
スクールバスと公共交通
の連携事業数 ― ３件
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目標指標⑤：市が公共交通サービスに投じる財政負担額
■指標の設定理由

利便性の高い公共交通を実現していくためには、各種施策の推進が必要となる一方で、他の路

線との組合せを工夫することで重複路線を解消するなど、過度な支出を抑制し、適正な財政負担

に努めていく必要があることから、「市が公共交通サービスに投じる財政負担額」を目標指標と

して設定します。

■指標の算定方法
「市が公共交通サービスに投じる財政負担額」は、本市に接続する鉄道や路線バス、さらには

スクールバスなどを含めた全ての移動サービス（公共交通等）を対象に市が支出した財政負担額

の合計値とします（五所川原市地域公共交通活性化協議会が支出する公共交通に対する補助金を

含む。）。

■将来目標の設定
「市が公共交通サービスに投じる財政負担額」は、令和３年度（2021 年度）の財政負担額以下

に抑えていくことを目標値とします。

※令和４年度から運⾏の五所川原市循環バスの財政負担額は現況値に含みません。

指標 現況値（令和３年度） 目標値（令和 10 年度）
市が公共交通サービスに
投じる財政負担額 264,727 千円 264,727 千円以下

■算定対象路線
・市内路線バス：飯詰線、水野尾線、藻川線、五所川原市循環バス（ＥＬＭ・五所川原駅線、若葉環状線、みどり

町環状線）
・地域内交通：川倉の湯っこバス、五所川原地域予約型乗合タクシー、市浦地域予約型タクシー
・広域路線（路線バス）：⻘森五所川原線、弘前五所川原線、広田団地線、豊川線、出来島線、小泊線（利用者補助

事業の補助金含む）、市浦庁舎線、鰺ヶ沢線、⿊⽯高野線
・津軽鉄道
・その他：市浦医科診療所患者送迎タクシー、スクールバス・タクシー
・上記以外に新たに導⼊した市内路線
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目標指標⑥：モビリティ・マネジメントの実施件数
■指標の設定理由

将来にわたり持続可能な公共交通の維持確保のためには、市民の公共交通の必要性に対する意

識と認知度を高めていくことが重要となるため、公共交通への自発的な行動変容を促す取組であ

る「モビリティ・マネジメントの実施件数」を目標指標として設定します。

モビリティ・マネジメントの対象は、町内会、企業、学校としますが、特に小中学生を対象に

「乗り方・交通マナー」の出前教室、乗車体験などの取組と合わせ、公共交通の担い手（運転手

等）について学んでもらうための取組を交通事業者と連携して実施していくこととします。

■指標の算定方法
１年間でモビリティ・マネジメントを実施した件数の合計値とします。

■将来目標の設定
毎年度 6件以上実施していくことを目標値とします。

目標指標⑦：利用促進に関する情報発信の回数
■指標の設定理由

公共交通をより多くの市民に利用してもらうためには、分かりやすく利用しやすい情報の提供

が重要となり、内容の充実や更新など情報発信の強化が必要であるため、「利用促進に関する情

報発信の回数」を目標指標として設定します。

■指標の算定方法
「利用促進に関する情報発信の回数」は、網羅的なマップ・時刻表の公表回数だけでなく、買

物、通院、通学等の実際の利用を想定した乗継案内などの情報をホームページ上で発信した回数

や広報紙などへ掲載した回数の合計値とします。

■将来目標の設定
春と冬に行われるダイヤ改正時に合わせながら情報を発信していくほか、前項のモビリティ・

マネジメントと連携しながら適切な情報発信を毎年度６回以上実施することを目標値とします。

指標 現況値 目標値（令和 10 年度）
モビリティ・マネジメン
トの実施件数 ― ６件以上/年度

指標 現況値 目標値（令和 10 年度）
利用促進に関する情報発
信の回数 ― ６回以上/年度
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目標指標⑧（共通指標）：市⺠の公共交通に対する満足度
■指標の設定理由

本計画に掲載している取組や施策が着実に推進することで、公共交通全体の利便性が向上し、

市民の満足度が高まることが期待されることから、「市民の公共交通に対する満足度」を共通の

目標指標とします。

■指標の算定方法
「市民の公共交通に対する満足度」の現況値は、本計画策定時に実施した市民アンケート調査

結果における満足度の平均値とします。

■将来目標の設定
令和４年度（2022 年度）の「市民アンケート調査」における満足度の平均値である 2.70 以上

を目標値とし、計画検証時（次期計画策定時）に再度アンケート調査を実施し、その結果、満足

度の平均値が 2.80 以上となることを目指します。

5-3-3 交通拠点の位置付け
本計画では人々の移動、生活に深く関係する拠点や公共交通の接続において重要になる拠点につ

いて、次のように位置付けます。

指標 現況値（令和４年度） 目標値（令和 10 年度）
市⺠の公共交通に対する
満足度 2.70 2.80 以上

拠点の機能 拠点

交通拠点

・人々の移動の主要目的地となる場所
・鉄道駅や路線バスの停留所などで地域内の
 ⽣活・交流機能を併せ持つ場所
・地域内交通と広域路線が接続する場所

【五所川原地域】
 五所川原駅(JR)
 津軽五所川原駅(津軽鉄道)
 駅前バス案内所
 弘南バス五所川原営業所
 つがる総合病院
 ELM
【金木地域】
 金木総合支所
 金木駅
 芦野公園駅
【市浦地域】
 市浦総合支所 等

交通結節点
・交通拠点のうち、鉄道、バス、その他公共
 交通が相互に乗り継ぎできる場所

五所川原駅前
 五所川原駅、津軽五所川原駅、
 駅前バス案内所

表 交通拠点の位置付け
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5-4 公共交通ネットワークイメージ
本計画で目指す公共交通ネットワークイメージは、次のとおりです。
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第6章 目標を達成するための施策と推進体制等
6-1 目標を達成するための施策
目標１「まちづくりと連携した最適で利便性の高い市内路線の整備」に関連する施策
(1) 市内移動に関する事項
1-1-1：利用の少ない市内路線バス・コミュニティバス等の再編

市内を運行している路線バス・コミュニティバスについて、利用状況の調査結果を踏まえて

再編すべき路線を選定し、協議が整ったものから実施します。

1-1-2：中心部を運行する路線に接続する郊外部からの路線バス等の運行
五所川原駅周辺の中心部を運行している路線に接続する郊外部からの路線バス等の運行を

実施します。

1-1-3：予約型乗合タクシー等のデマンド型交通の運行範囲の見直し
現在、予約型乗合タクシー事業を運行している五所川原地域の「飯詰地区」、「金山地区」、「長

橋地区」、「七和地区」、「梅沢地区」、「中川地区（川山・種井）」に加え、「三好地区」、「毘沙門

地区」など新たな地区に対しても利便性向上を図るためデマンド型交通の導入を検討し、運行

範囲の見直しを実施します。

1-1-4：大規模商業施設や医療機関を経由する路線の見直し
現在、ELM を経由する市内路線バスは「水野尾線」、「市循環バス各路線」、つがる総合病院を

経由する路線バスは「飯詰線」、「水野尾線」、「藻川線」、「市循環バスのＥＬＭ・五所川原駅線

及び若葉環状線（東回り）」となっていますが、既存の市内路線全線について、ELM 及びつがる

総合病院を経由するよう見直しを図ります。

また、ELM と同程度の利用ニーズがある大規模商業施設への経由について、採算性や効率性

を踏まえながら見直しを図ります。

＊地域公共交通利便増進事業の活用検討事業 （国補助）
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※n=回答者数

図 街なか居住区域の運行状況

29.1%

32.4%

13.3%

26.9%

26.5%

29.3%

18.6%

13.5%

11.8%

12.2%

7.1%

17.3%

5.8%

7.4% 5.3%

22.1%

7.4%

30.1%

34.6%

5.1%

5.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体
n=729
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n=564

金木地域
n=113

市浦地域
n=52

エルム周辺（イトーヨーカドーなど） ユニバース五所川原東店 カブセンター五所川原店
マエダストア五所川原南店 マエダストア五所川原北店 さとちょう新宮店
さとちょう広田店 さとちょう金木店 金木タウンセンター
その他 無回答

図 最も利用する買物先（5%以下ラベル非表示）
資料：令和４年度市⺠アンケート調査
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(2) 路線の接続・乗継等に関する事項
1-2-1：幹線系統と市内路線の接続拠点の見直し

地域内フィーダー系統確保維持事業を有効活用しながら市内路線の利便性を向上させるため、

幹線系統と市内路線の接続拠点や接続時間の見直しを図ります。

【実施主体及びスケジュール】

※令和５年度では利便増進実施計画を策定します。

施策
番号

実施主体
スケジュール

令和 5年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度

1-1-1 バス事業者
五所川原市

1-1-2
バス事業者
タクシー事業者
五所川原市

1-1-3 タクシー事業者
五所川原市

1-1-4 バス事業者
五所川原市

1-2-1

鉄道事業者
バス事業者
タクシー事業者
五所川原市

施策の準備・調査及び実施

評価・検証・見直し

施策の準備・調査及び実施

評価・検証・見直し

施策の準備・調査及び実施

評価・検証・見直し

施策の準備・調査及び実施

評価・検証・見直し

施策の準備・調査及び実施

評価・検証・見直し
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目標２「本市と市外を結ぶ広域路線の利便増進」に関連する施策
(1) 市域間の移動に関する事項
2-1-1：市域間の移動に必要な広域路線（市内南北軸）の利便増進

広域路線（幹線路線）の中で、市域間を結ぶ非常に重要な路線である「小泊線」の利便増進

を図り利用者の増加につなげます。

長大路線の運行見直しなど、県や隣接する沿線自治体である中泊町と連携しながら当該路線

の再編を検討します。

(2) 市外への移動に関する事項
2-2-1：市外へ外出するための広域路線の利便増進

市民の市外への移動手段確保のほか、五所川原市総合計画に示される交流人口の増加に向け

た市外から本市に訪れる方々の移動手段確保の観点からも、本市と市外を結ぶ広域路線の利便

増進とネットワーク維持のため、県や沿線自治体との連携を強化していきます。

また、西北五圏域内の広域路線は、本市と圏域市町を結ぶ重要な路線です。このため、広域

路線ネットワークの維持確保に加え、交通結節点である五所川原駅前を起点とした市内外の活

発な活動を促進するため、鉄道やバスなど公共交通の接続性を向上させる取組も実施します。

【実施主体及びスケジュール】

※令和５年度では利便増進実施計画を策定します。

施策
番号

実施主体
スケジュール

令和 5年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度

2-1-1
バス事業者
五所川原市
中泊町

2-2-1

鉄道事業者
バス事業者
タクシー事業者
五所川原市

施策の準備・調査及び実施

評価・検証・見直し

施策の準備・調査及び実施

評価・検証・見直し

＊地域公共交通利便増進事業の活用検討事業 （国補助）
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目標３「公共交通サービスを安定的に提供できる体制の構築」に関連する施策
(1) 運行効率化に関する事項
3-1-1：スクールバスと公共交通の統合による公共交通の効率化

スクールバスについては、児童生徒数が減少していくことが見込まれ、公共交通と重複する

運行区間の解消などが必要となっていることから、利便性、安全性、費用対効果などを踏まえ

た上で路線の統合を実施し、効率化させます。

(2) サービスの提供体制に関する事項
3-2-1：地域と連携して公共交通を支えていく体制の構築

住民協議会や町内会において、買物や通院のための自由な移動手段を持たない住民の移動サ

ービスについて検討する場を設けるなど、地域内のデマンド、ボランティア移送サービス等の

実施に向けた住民との協議・検討を行っていきます。

企業や NPO が運行する移動サービス（送迎サービス）や近所同士の助け合いなど、持続可能

な移動サービスの担い手の確保に向けた取組を行います。

＊地域公共交通利便増進事業の活用検討事業 （国補助）

図 地域との協議イメージ（令和元年度五所川原地域の住⺠説明会の様子）
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3-2-2：運転手の高齢化や運転手不足に対する交通事業者への支援
交通事業者の運転手の高齢化や運転手不足が課題となっており、本市においても解決のため、

事業者が行う雇用拡大に向けた取組に対する周知広報などの支援について検討します。

3-2-3：ＩＣカードデータを活用した利用実績等の分析と路線の見直し
令和５年度（2023 年度）から路線バスに導入される IC カードから得られるデータを活用し、

路線の見直しを図ります。

【実施主体及びスケジュール】

※令和５年度では利便増進実施計画を策定します。

施策
番号

実施主体
スケジュール

令和 5年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度

3-1-1
バス事業者
タクシー事業者
五所川原市

3-2-1

バス事業者
タクシー事業者
地域住⺠
五所川原市

3-2-2

鉄道事業者
バス事業者
タクシー事業者
五所川原市

3-2-3 バス事業者
五所川原市

施策の準備・調査及び実施

評価・検証・見直し

施策の準備・調査及び実施

評価・検証・見直し

施策の準備・調査及び実施

評価・検証・見直し

施策の準備・調査及び実施

評価・検証・見直し
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目標４「公共交通の利用環境整備と利用促進」に関連する施策
(1) 利用環境の整備・向上に関する事項
4-1-1：乗降・待合場所等のバリアフリー機能の強化

安心して公共交通を利用できるように、利用頻度の高い乗降・待合場所等のバリアフリー機

能について強化を検討します。

4-1-2：ユニバーサルデザイン等の利用しやすい車両の導入
高齢者や障がい者、子育て世代などが安心・快適に利用できるよう、車いすやベビーカーな

どでも乗り降りしやすい低床・ノンステップ車両の導入について検討します。

(2) 利用促進等に関する事項
4-2-1：高齢者、自動車運転免許証返納者の公共交通利用に対する支援

高齢者や自動車運転免許証返納者への支援として、小泊線利用者補助事業を継続することに

より支援を行います。また、市浦庁舎線においても小泊線利用者補助事業と同様の事業を実施

します。

4-2-2：観光など他分野との連携強化による利用者数の向上
観光や生涯学習などのイベント主催者に対し、チラシ等への公共交通利用の案内記事掲載を

依頼するなど、広い分野で公共交通の需要が高まる取組を進めます。

4-2-3：利用促進に関する情報発信等の強化
利用促進のための情報発信にあたっては、『利用したい』と感じてもらうための工夫が重要で

あることから、地域や利用者の属性に応じた分かりやすく充実した内容の情報提供に努め、発

信を強化します。

4-2-4：モビリティ・マネジメント（ＭＭ）の実施
公共交通に対するハードルをできるだけ低くするために前項の情報発信と連携し、町内会や

企業に対しては『公共交通が必要』といった意識転換に繋がるような検討会や意見交換会を実

施します。

また、児童生徒を対象とした若年層の公共交通の利用を促進するため、「乗り方・交通マナー」

の出前教室、体験教室などを交通事業者と連携して実施します。

これに合わせて、公共交通の担い手（運転手等）について学んでもらうための取組も実施し

ていきます。

＊地域公共交通利便増進事業の活用検討事業 （国補助）

図 UDタクシーの機能イメージ（国土交通省HPより）
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【実施主体及びスケジュール】

※令和５年度では利便増進実施計画を策定します。

施策
番号

実施主体
スケジュール

令和 5年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度

4-1-1
バス事業者
タクシー事業者
五所川原市

4-1-2
バス事業者
タクシー事業者
五所川原市

4-2-1 バス事業者
五所川原市

4-2-2 イベント関係者
五所川原市

4-2-3
鉄道事業者
バス事業者
タクシー事業者
五所川原市

4-2-4

鉄道事業者
バス事業者
タクシー事業者
関係施設
五所川原市

施策の準備・調査及び実施

評価・検証・見直し

施策の準備・調査及び実施

評価・検証・見直し

施策の準備・調査及び実施

評価・検証・見直し

施策の準備・調査及び実施

評価・検証・見直し

施策の準備・調査及び実施

評価・検証・見直し

施策の準備・調査及び実施

評価・検証・見直し
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6-2 計画の推進体制・推進方法
（1）計画の推進体制

計画の推進にあたっては、五所川原市が中心となって市民・交通事業者・関係主体などと連

携・協働し取り組むとともに、それぞれの主体に基本的な役割を分担します。

今後も引き続き下記の関係主体などから構成された『五所川原市地域公共交通活性化協議会』

のもと、施策の進捗状況や基本目標の達成状況の確認などを行い、計画を着実に推進します。

区分 基本的な役割

五所川原市

計画全体を進⾏する役割を担い、主体的に計画の管理及び推進を図るとともに、
公共交通の維持確保に向けた検討を⾏います。
また、他の分野との連携を図るための役割を担い、市全体での取組の推進を図り

ます。

地域住⺠

公共交通の利用者の目線から、公共交通の改善に向けて積極的な意見・アイディ
アを発案する役割を担います。
また、⾏政とともに公共交通を支えるなど、協働の取組による公共交通の維持確

保に向けた取組の展開を図ります。

交通事業者 公共交通の運営・運⾏主体として、本計画に基づいた事業の展開を⾏うととも
に、五所川原市とともに持続可能な公共交通に向けた検討を進めます。

関係機関 ⾏政や交通事業者などと連携した取組の検討を⾏います。

国・県 全体的な統括の視点や、他地域での事例などを踏まえながら計画の推進に対し
て助言するとともに、監査としての判断をします。

道路管理者

交通管理者
道路⾏政の視点から公共交通運営の正当性・妥当性について判断します。

有識者 本計画に示す事業の実施方針などについて、多角的な視点から助言などを⾏い
ます。

表 関係する主体と基本的な役割
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（2）計画の推進方法
本計画における基本目標の達成状況・効果を検証するため、指標・目標値を設定します。

各基本目標の達成状況について毎年度モニタリングを行い、施策ごとにＰＤＣＡサイクル（計

画（PLAN）・実行（DO）・評価（CHECK）・改善（ACTION）の循環検討手法）の考え方に基づき、検

証を実施します。

具体的に示す施策内容を踏まえて指標及び目標値を設定し、本計画による定量的な効果につい

て把握します。

※PDCAサイクルとは、計画→実施→検証・評価→改善・見直しを繰り返しながら、継続的な改善を⾏う仕組みのこと。

各施策の改善・見直し

フォローアップ

Plan
(計画)

Do
(実施)

Check
(検証・評価)

Action
(改善・見直し)

実態把握、住⺠意見の募集

五所川原市地域公共交通計画

P

D

C

A

実証運⾏・実証実験
段階的に実施

実態把握、費用対効果
各施策の詳細な実施計画（五所川原市地域公共交通計画）

施
策
ご
と
の
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル

計
画
全
体
の
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル

計画の見直し

フォローアップ

図 PDCAサイクルイメージ
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●PDCAサイクルの具体の取組スケジュール
令
和
５
年
度

（
策
定
１
年
目
）

令
和
６
年
度

（
策
定
２
年
目
）

令
和
７
年
度

（
策
定
３
年
目
）

令
和
８
年
度

（
策
定
４
年
目
）

令
和
９
年
度

（
策
定
５
年
目
）

令
和
10
年
度

（
策
定
６
年
目
）

3月
4 月

5 月
6 月

7 月
8 月

9 月
10 月

11 月
12 月

1 月
2 月

3 月
4 月

5 月
6 月

7 月
8 月

9 月
10 月

11 月
12 月

1 月
2 月

3 月
4 月

5 月
6 月

7 月
8 月

9 月
10 月

11 月
12 月

1 月
2 月

3 月
4 月

5 月
6 月

7 月
8 月

9 月
10 月

11 月
12 月

1 月
2 月

3 月
4 月

5 月
6 月

7 月
8 月

9 月
10 月

11 月
12 月

1 月
2 月

3 月

協 議 会 開 催

協 議 会 開 催

協 議 会 開 催

協 議 会 開 催

協 議 会 開 催

協 議 会 開 催

協 議 会 開 催

協 議 会 開 催

協 議 会 開 催

協 議 会 開 催

協 議 会 開 催

協 議 会 開 催

協 議 会 開 催

協 議 会 開 催

法 定 計 画 運 用 開 始

D
D

D
D

D

次 期 計 画 の 策 定

P
P

C・
A

P
P

次 年 度 予 算 要 求

事
業
計
画

の
検
討

前
年
度
事
業

評
価
に
基
づ

く
改
善
・
見

直
し
と
反
映

前
年
度
事
業

評
価
に
基
づ

く
改
善
・
見

直
し
と
反
映

C・
A

次 年 度 予 算 要 求

次 年 度 予 算 要 求

次 年 度 予 算 要 求

検 証 結 果 報 告

計
画
全
体
の
検
証

次
期
計
画
の
検
討

事 業 報 告

事 業 報 告

事 業 報 告

評 価
評 価

評 価

C
補
助
事
業

の
検
証

C
補
助
事
業

の
検
証

C
補
助
事
業

の
検
証

調 査 ・ 評 価

協 議 会 開 催

C
補
助
事
業

の
検
証

C・
A

C・
A

前
年
度
事
業

評
価
に
基
づ

く
改
善
・
見

直
し
と
反
映

前
年
度
事
業

評
価
に
基
づ

く
改
善
・
見

直
し
と
反
映

調 査 結 果 報 告

C・
P

次 年 度 予 算 要 求

協 議 会 開 催

D

実
施
可
能
な
も
の
か
ら

先
行
し
て
取
組
む

利 便 増 進 実 施 計 画 策 定

【
中
点
線
】
効
果
が
短
期
的
に
発
現
し
や
す
い
指
標
（
評
価
指
標
①
②
③
④
⑤
）

【
下
点
線
】
効
果
が
短
期
的
に
発
現
し
に
く
い
指
標
（
評
価
指
標
⑧
）

計
画
策
定

計
画
推
進
②

計
画
推
進
③

計
画
推
進
④

計
画
推
進
①

計
画
評
価
・
次
期
計
画
策
定

【
上
点
線
】
毎
年
一
定
回
数
の
実
施
を
予
定
す
る
指
標
（
評
価
指
標
⑥
⑦
）

[毎
年
評
価
]

[毎
年
評
価
]

[毎
年
評
価
]

[毎
年
評
価
]

[毎
年
評
価
]

[毎
年
評
価
]

[最
終
評
価
（
全
て
）
]

[次
の
目
標
へ
]

■
検
証
指
標

指
標
①
：
市
内
路
線
の
年
間
利
用
者
数

指
標
②
：
広
域
路
線
の
年
間
利
用
者
数

指
標
③
：
路
線
再
編
事
業
の
実
施
件
数

指
標
④
：
ス
ク
ー
ル
バ
ス
と
公
共
交
通
の
連
携
事
業
数

指
標
⑤
：
市
が
公
共
交
通
サ
ー
ビ
ス
に
投
じ
る
財
政
負
担
額

指
標
⑥
：
モ
ビ
リ
テ
ィ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
実
施
件
数

指
標
⑦
：
利
用
促
進
に
関
す
る
情
報
発
信
の
回
数

指
標
⑧
：
市
⺠
の
公
共
交
通
に
対
す
る
満
足
度

C
先
行
（
随
時
）

事
業
の
検
証 事 業 報 告
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